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議案第７４号 

   世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例

の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和７年２月１９日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴 

い、便所に係る規定を改めるとともに、規定の整備を図る必要があるので、本案を 

提出する。 
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   世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例

の一部を改正する条例 

 世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例（平

成１９年３月世田谷区条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「第２４条」を「第２５条」に改め、同条第２項中「第１９条及び

第２５条」を「第２０条及び第２６条」に改める。 

 第６条第１号ア中「第１４条第１項第１号及び第２項、第１６条、第２１条（令第

２０条第２項」を「第１４条第３項及び第４項、第１７条、第２２条（令第２１条第

２項」に、「第２２条並びに第２４条」を「第２３条並びに第２５条」に改め、同号

イ中「第１８条第１項第２号」を「第１９条第１項第２号」に改める。 

 第８条第３項中「第１８条第２項第５号」を「第１９条第２項第５号」に、「併設

する」を「併設し、第１３条第４号の基準を満たす」に改める。 

 第９条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加え

る。 

３ 第１項の便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ１

以上）に、車椅子使用者用便房を１以上設けなければならない。 

第１２条中「第１８条第１項第３号」を「第１９条第１項第３号」に改める。 

第１３条第２項中「第１８条第２項第１号から第６号まで」を「第１９条第２項第

１号から第６号まで」に改め、同条第４項中「第１８条第１項第１号」を「第１９条

第１項第１号」に改め、同条第５項中「第１８条第２項第７号」を「第１９条第２項

第７号」に、「第１８条第２項第１号」を「第１９条第２項第１号」に改める。 

第１４条第２項第７号中「第１６条」を「第１７条」に改める。 

第１５条各号列記以外の部分中「部分」の次に「（第２号、第４号又は第６号の経 

路が２以上ある場合にあっては、いずれか１の経路に係る部分）」を加え、同条第２ 

号、第４号及び第６号中「１以上の」を削る。 

   附 則 

１ この条例は、令和７年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例による改正後の世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやす

い建築物に関する条例の規定は、施行日以後に着手する建築（用途の変更をして特

別特定建築物（世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に
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関する条例第４条第１項に規定する特別特定建築物をいう。以下同じ。）にするこ

とを含む。以下同じ。）及び当該建築をした特別特定建築物の維持保全について適

用し、施行日前に着手した建築及び当該建築をした特別特定建築物の維持保全につ

いては、なお従前の例による。 


